
 

 

令和7年度 岡山市営墓地貸付募集要項 
 

令和７年１２月1日 

 

岡山市営墓地の貸付を行うため、本募集要項に基づいて使用者を募集します。 

申し込みを希望される方は、本要項をご確認いただき、現地を下見したうえでお申し込みください。 

なお、使用者の決定は、抽選といたします。 

 

 ＜要項目次＞ 

申し込み及び抽選について 1ページ 

墓地利用時の注意事項 4ページ 

募集墓地一覧（墓地使用料・墓地管理手数料）ならびにアクセス 7ページ 

申込書（及び記入例） 29ページ 

※申込書（白紙）は3１ページ、３２ページにあります。取り外してご使用ください。 

 

 ＜担当課＞ 

    岡山市市民協働局 市民生活部 生活安全課 墓地・斎場係 

    電   話 086-803-1277（直通） 

    開庁時間 平日（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く） 午前８時３０分から午後５時１５分 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 申し込みについて  

１ 申込対象墓地   

申し込めるのは、①～⑤の中で、いずれか1つの墓地のみです。Ａ・Ｂグループの墓地を両方申し

込むことや、Aグループ内の異なる墓地を同時に申し込むことはできません。 

墓地名（所在地） 
募集 

区画数 
申込 

グループ 
所管窓口 

① 富崎墓地（東区富崎） 19 A 東区役所総務・地域振興課 

② 錦墓地（南区藤田） 3 A 藤田地域センター 

③ 都墓地（南区藤田） 1 A 藤田地域センター 

④ 六区墓地（南区藤田） 9 A 藤田地域センター 

⑤ なださきメモリーパーク（南区片岡） ９ B 灘崎支所総務民生課 

    

※申込先は生活安全課です。 所管窓口では受付けを行いません。 
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２ 申込者の資格 

（１）岡山市に住所のある人 

（２）岡山市に住所はないが本籍のある人 

（３）岡山市に隣接する市町に住所のある人 

    ※（２）及び（３）の該当者は墓地使用料が５割増となります。 

   ※（３）隣接する市町は、玉野市、倉敷市、早島町、総社市、吉備中央町、美咲町、久米南町、 

赤磐市、備前市、瀬戸内市、香川県小豆郡土庄町です。 

 

３ 申込方法 

「令和７年度市営墓地等抽選申込書（使用許可申請書）」に必要事項を記入のうえ、住民票（コ

ピー不可、世帯全員及び本籍地・続柄表示があるもの・発行日が令和７年１２月１日以降）を添付し

て提出してください。なお、なださきメモリーパークの申し込みは、「なださきメモリーパーク用市営

墓地等抽選申込書」をご利用ください。 

 

４ 申込期間    

令和７年１２月５日（金）～２５日（木） 午前８時３０分～午後５時１５分 

ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日は除きます。 

 

５ 申込時の注意事項 

① 各項目に漏れのないよう記入しご提出ください。 

② 申込先に直接ご持参ください。郵送、ＦＡＸ、電子メール等での申し込みはできません。 

③ 申し込みできるのは、１世帯につき１か所に限ります。 

④ 申し込みは、１つの墓地内で第１希望～第３希望まで可能です。ただし、なださきメモリーパ

ークは、希望や墓所指定などを反映させて申し込むことはできません。 

⑤ 提出された書類は、いかなる理由があってもお返しいたしません。 

 

６ その他 

申し込み状況等のお問い合わせには一切お答えできません。 

 

７ 申込先 

岡山市北区大供一丁目１番１号 岡山市役所本庁舎２階 

岡山市生活安全課 墓地・斎場係（電話：０８６-８０３-１２７７） 

※ 郵送・ＦＡＸでの提出は不可（申込者以外の者（同居の親族等）の代理提出は可）  

※ 上記以外の窓口(区役所、支所、地域センター)では受け付けいたしません。 

申込書受付時に「申込控」を手渡しいたします。 

＜申込先＞ 岡山市役所本庁舎 ２階 生活安全課 墓地・斎場係 

 

 

 

 

 

 

 

岡山市役所本庁舎 

D パーキング岡山市役所（１時間無料） 
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 抽選について  
 

１ 抽選日時  令和８年１月１５日（木) 午前10時から（５分前開場） 

 

２ 抽選会場  岡山市役所 本庁舎 地下1階 会議室 

 

３ 抽選方法   公開抽選 

 

○ 出席は必須ではありません。抽選は市職員が行います。 

○ 来場者は、抽選会の様子を適宜見学いただくことができます。 

○ 来場される場合は、事前にご自分の抽選番号（受付番号）をご確認ください。受付番号

は受付完了時にお返しする控に記載しております。 

○ 抽選は受付番号で行い、会場内で個人名を公表することはありません。 

○ 発熱やのどの痛み、咳等がある方や体調のすぐれない方はご来場を控えてください。 

 

４ 抽選順序 

＜Aグループ：富崎墓地他＞ 

① 受付番号により、抽選機で選ばれた方順に墓所抽選当選者として割り当てます。 

② 選ばれた際、第１希望の墓所番号等が既に当選者が決定していた場合は第２希望、第２

希望の墓所番号等が既に当選者が決定していた場合は、第３希望の当選とします。 

③ 第１希望から第３希望まですべて、当選者が決定していた場合、落選となります。 

④ 抽選終了後、当選した墓所を変更・交換することはできません。 

 

＜Bグループ：なださきメモリーパーク＞ 

① 受付番号により、抽選機で選ばれた方順に当該墓所の当選者として割り当てます。 

② 抽選終了後、当選した墓所を変更・交換することはできません。 

 

５ 抽選結果  

① 抽選結果は当落いずれの場合も通知します（抽選日から２週間以内） 

② 当選者には通知書のほか、墓地使用料及び墓地管理手数料の納入通知書を郵送します。 

 

市営墓地の使用許可を受けるには、あらかじめ墓地使用料（すべての墓地で必要）ならびに墓地管理

手数料（なださきメモリーパークのみ必要）の納付が必要です。 

墓地使用料は使用許可申請時の１回のみ、墓地管理手数料は５カ年度ごとに、５カ年度分を前納しな

くてはなりません。 

納付書に記載している期限内に墓地使用料及び墓地管理手数料が納付されない場合は、当選権利は

無効となります。 

 

６ 当選後の流れ 

① 当選通知と納付書（墓地使用料、墓地管理手数料（なださきメモリーパークのみ））を送付します。 

② 墓地使用料等は令和8年２月20日（金）までに納付してください。期限内に納付されない場合は、当選

権利を取り消します。 

③ 納入確認後、各墓地を所管する部署から墓地使用許可証を送付します。 

④ 墓石の建立等は、墓地使用許可証が手元に届いた日以降、「岡山市営墓地墓所工作物等設置・改造許

可申請書」を提出し、許可を得てから行うことができます。 

  なお、墓地ごとに墓石等の寸法基準がありますので、本要項により確認をお願いします。 
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 墓地の貸付に関する注意事項  

   

１ 市営墓地は土地の所有権は市に帰属し、墓所の永代使用者を決定するものです。 

２ 貸付墓地は現状有姿のままでお貸ししますので、申込前に十分に現地確認を行ってください。 

３ 納入された墓地使用料は、いかなる場合も払戻しはいたしません。ただし、なださきメモリーパークは

墓所を未使用の場合のみ、納入された使用料の 2 分の 1 を還付します。 

４ 墓地管理手数料は５カ年度分前納です。また消費税率の改定等により増額する場合があります。 

５ 墓地使用料及び墓地管理手数料は、納付書に記載の納期限までに一括納入してください。納付期限ま

でに入金がない場合は、当選権利を取り消します。 

 

 使用許可後の注意事項  

 

１ 使用許可を受けた墓所及びその周辺の清掃を行い、墓地の環境維持に努めてください。 

（※岡山市営墓地条例（以下「条例」という。）第１３条） 

２ 墓所を使用する権利を他人に譲渡し、又は転貸することはできませんが、親族に限り承継することがで

きます。なお、ここでいう「親族」とは、現使用者と新使用者の血縁関係が戸籍謄本等により確認できる

者を指します。 

３ 墓所に埋葬又は埋蔵ができるものは使用者又はその親族に限ります。ただし、縁故者で他に引受人の

ないもので、市長の許可を受けたときは、この限りではありません。 

４ 囲障設置及び墓石建立等を行う業者の指定ならびに建立時期の制限はありません。 

５ 市は、墓所内で起こった墓石の沈下、墓石傾きなどには対応しません。建立の際には基礎工事を十分 

検討し施工してください。 

６ ごみ置き場には、供花類・草以外は捨てないでください。また、果物・ビン・缶などのお供え物はお持 

ち帰りください。カラスや野犬が食べ散らかし苦情の原因となります。 

７ 次の行為は禁止されています。（※条例第１７条） 

   （１）墓地の施設を損傷し、又は汚損する行為 

   （２）土地の形質を変更する行為 

   （３）はり紙若しくは立て札をし、又は広告及びこれらに類するものを表示する行為 

   （４）他人に危害を及ぼし，又は迷惑をかける行為 

（５）その他墓地の管理上支障があると認められる行為 

 ８ 使用許可後、事前に許可等が必要なものは次のとおりです。 

   （１）墓石の建立等をする場合「工作物等設置・改造許可申請書」 

   （２）納骨する場合「死体埋火葬許可証（火葬済証）」 

   （３）住所等の変更「市営墓地墓所事項変更届」 

   （４）名義の変更(死亡による承継含む。）「市営墓地墓所使用承継許可申請書」 

   （５）墓所からお骨を他のお墓等に移す場合「改葬許可申請書」 
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   （６）墓所からお骨の一部を他のお墓等に移す場合「分骨証明」 

   （７）墓所が不要となり市へ返還する場合「市営墓地墓所返還届」 

      ※返還とは、現在設置してある墓石、囲い及びお骨等を全て撤去していただき、従前の形状に 

することをいいます。 

 ９ 市営墓地は、岡山市営墓地条例及び同施行規則に基づき管理していますが、改正がなされた場合に 

は、改正後の条例等が適用となります。 

 

 

 墓石等の設置基準（条例第１１条）  

 

墓所の使用者は，次に掲げる工作物等を墓所に設置し，又は設置した工作物等を改造する場合は，規則

で定めるところにより申請し，市長の許可を受けなければなりません。 

（１） 墓石，灯ろう，囲障その他の工作物で規則で定めるもの 

（２） 樹木 

（３） その他の工作物（(１)に掲げるものを除く) 

また、設置する工作物等は、以下の基準を満たすものでなければなりません。 

○墓所面から高さ２メートル以内の墓石，灯ろう，囲障，墓標，戒名板，戒名柱，五輪塔，一石供養塔，

地蔵尊，物置台その他これらに類するもの 

○常に高さ２メートル以内に整形でき，かつ，区画外に支障を及ぼさない樹木 

 

 

 使用許可の取消（条例第１８条）  

 

次の場合は、使用許可を取り消すことがあります。 

（１）使用者が墓所を本来の目的以外に使用したとき。 

（２）使用者が墓所の使用権を他に転貸し、又は譲渡したとき。 

（３）使用者が許可を得ないで墓所内に工作物を設置したとき。 

（４）法令又は条例に基づく市長の指示に違反したとき。 

（５）偽りその他不正な手段により、墓所の使用許可を受け、又は墓地使用料若しくは墓地管理手数料の

徴収を免れたとき。 

（６）墓地管理手数料を５年間以上にわたって納付しないとき。 
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市営墓地使用に係る「よくあるご質問」 

 

Ｑ１ 墓石工事が行える業者を紹介して欲しい。 

Ａ１ 市では、業者の紹介をしておりません。また、業者の指定もございません。 

  

Ｑ２ 使用権を複数名で持つことは可能か。 

Ａ２ 複数名の方が使用者となることはできません。  

 

Ｑ３ 承継時に候補となりえる「血縁関係のある者」とは、どこまでの範囲か。 

Ａ３ 戸籍謄本等の資料により、関係が明示できる方を血縁関係のある方としております。  

  

Ｑ４ 承継手続きを行う際、長男の私が使用者となることに次男（弟）が同意してくれない。 

Ａ４ 申請の際は、親族等と協議の上でご提出ください。本件については、親族間で協議なされ結論が出

てから、申請をお願いします。 

 

Ｑ５ 使用者が没後であっても、承継などの申請は行えるのか。 

Ａ５ 返還届、承継申請は現在の使用者が亡くなられた後でも、血縁関係のある方が申請できます。 

 

Ｑ６ 隣の墓所から雑草が生えてきて困っている。 

Ａ６ 当該墓地の所管窓口にご相談ください。墓所使用者に対し、所管課等から文書指導を行います。 

  

Ｑ７ 使っている墓所が沈下しているようだ。 

Ａ７ 使用されている墓所の沈下は、使用者ご自身でご対応いただくこととしております。 
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※空き墓所の位置は各墓地の配置図（別ページ）をご参照ください。

■富崎墓地（Ａグループ）

通番 墓地番号等 面積（㎡） 使用料（市内） 使用料（市外） 管理料（5年分） 備考

1 122 C-82 5.6 112,000 168,000

2 18 C-172 9.77 195,400 293,100

3 410 C-193 10.08 201,600 302,400

4 200 C-9 9.4 188,000 282,000

5 179 C-27 10.65 213,000 319,500

6 191 C-16 7.81 156,200 234,300

7 35 C-157 14.87 297,400 446,100

8 140C-375 13.27 265,400 398,100

9 47,48 C-146 14.68 293,600 440,400

10 123 C-342 8.08 161,600 242,400

11 134 C-70 7.83 156,600 234,900

12 249 C-216 6.56 131,200 196,800

13 27 A-386 4.71 211,950 317,925

14 12 A-402 5.22 234,900 352,350

15 120-1 A-414 4.96 124,000 186,000

16 495-6 B-6 17.8 356,000 534,000

17 199 C-277 7.01 140,200 210,300

18 455-6 C-476 6.5 130,000 195,000

19 25 A-468 4.85 121,250 181,875

■錦墓地（Ａグループ）

通番 墓地番号等 面積（㎡） 使用料（市内） 使用料（市外） 管理料（5年分） 備考

1 62 6.80 136,000 204,000

2 87 6.04 120,800 181,200

3 239 5.97 119,400 179,100

■都墓地（Ａグループ）

通番 墓地番号等 面積（㎡） 使用料（市内） 使用料（市外） 管理料（5年分） 備考

1 225 4.99 99,800 149,700

■六区墓地（Ａグループ）

通番 墓地番号等 面積（㎡） 使用料（市内） 使用料（市外） 管理料（5年分） 備考

1 54 6.6 220,000 330,000

2 172 6.6 220,000 330,000

3 380 6.6 220,000 330,000

4 503 6.6 220,000 330,000

5 548 6.6 220,000 330,000

6 55‐3 6.0 200,000 300,000

7 55‐4 6.0 200,000 300,000

8 55‐78 6.0 200,000 300,000

9 55‐84 6.0 200,000 300,000

使用者を募集する墓地及び墓所一覧
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■なださきメモリーパーク（Ｂグループ）

通番 墓地番号等 面積（㎡） 使用料（市内） 使用料（市外） 管理料（5年分） 備考

1 01-16 5.00 500,000 750,000 13,000

2 04-12 5.00 500,000 750,000 13,000

3 11-01 5.00 500,000 750,000 13,000

4 14-10 5.00 500,000 750,000 13,000

5 21-14 5.00 500,000 750,000 13,000

6 22-07 5.00 500,000 750,000 13,000

7 24-07 5.00 500,000 750,000 13,000

8 31-02 5.00 500,000 750,000 13,000

9 17-11 5.00 500,000 750,000 13,000

※なださきメモリーパークは墓所を指定して申し込むことはできません。

※使用料の他に管理手数料（５カ年度分）を同時に納めていただく必要があります。

○Ａグループ：富崎墓地他

第１希望 第２希望 第３希望

応募内容が Ｂ１００ Ｂ１０１ Ｂ１０２ と仮定した場合

抽選で選ばれた時の状況→ 第１希望 第２希望 第３希望 　第１希望の当選者がいなければ

Ｂ１００ Ｂ１０１ Ｂ１０２ 　第１希望の当選者となります

抽選で選ばれた時の状況→ 第１希望 第２希望 第３希望 　第１希望の当選者が決まっている場合

Ｂ１００ Ｂ１０１ Ｂ１０２ 　第２希望以降で当選者がいない墓所を

　優先して当選者決定します。

　（この場合は第２希望で当選）

抽選で選ばれた時の状況→ 第１希望 第２希望 第３希望 　（この場合は第３希望で当選）

Ｂ１００ Ｂ１０１ Ｂ１０２

抽選で選ばれた時の状況→ 第１希望 第２希望 第３希望 　（この場合は第１希望の当選者が未決定

Ｂ１００ Ｂ１０１ Ｂ１０２ 　なので第１希望の当選）

抽選で選ばれた時の状況→ 第１希望 第２希望 第３希望 　抽選で選ばれた時にすべての希望が

Ｂ１００ Ｂ１０１ Ｂ１０２ 　当選者決定済みの場合「落選」となります。

○Ｂグループ：なださきメモリーパーク

空いている墓所を墓所番号の若い順に抽選し、抽選で選ばれた人を即当選者として決定します。

抽選の考え方
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富崎墓地配置図
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■錦墓地位置図　＜所在：岡山市南区藤田５５１番地７他＞

錦墓地

（国道３０号線）
「錦六区入口」交差点を、
岡山市街方面からは右折、
玉野方面からは左折し、
1.2㎞直進
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錦墓地 拡大地図

至 国道30号線
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岡山市公共施設マッ プ 

 中心地 |   岡山市南区内尾 付近 

印刷日時: 2021/07/20  15 : 10 : 09 

1/2 ページ岡山市地図情報 | 印刷

2021/07/20http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/PrintImage?mid=1068& umid=& fid=& u...
- 28 -

都墓地 拡大地図
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岡山市公共施設マッ プ 

 中心地 |   岡山市南区藤田 付近 

印刷日時: 2021/07/21  13 : 17 : 54 

1/2 ページ岡山市地図情報 | 印刷

2021/07/21http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/PrintImage?mid=1068& umid=& fid=& u...
- 31 -

六区墓地 拡大地図
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錦墓地 全景 水汲み及びごみ置き場

都墓地 全景 水汲み及びごみ置き場

錦墓地

都墓地
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六区墓地

ごみ置き場

六区墓地 全景 水汲み場
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所在地：岡山市南区片岡２５１５番地外

岡山市なださきメモリーパーク位置図

岡山市サウスヴィレッジ

岡山市なださきメモリーパーク

ウエルポートなださき

灘崎支所
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　岡　山　市　長　様

住　　所

フリガナ

氏　　名

生年月日 　 大正・昭和・平成・令和　　　７　年　７　月　１６　日　生

連絡先℡ 自宅 携帯

本籍地

希望順位 墓地番号等

※太線の枠内（背景色違いの部分）のみ記入してください。

＜事務局メモ欄＞

（控）

希望順位 墓地番号等

希望墓所等名称

納入確認（当選者）

㎡

令和　　　年

　月　　　日
円

希望墓所等名称 受 付 番 号

この控は、当選番号を確認す
るために必要となるものです。

紛失や破損のないように、
大切に保管してください。

※再発行はできません

第１希望

239

87

62

令和７年度　市営墓地等抽選申込書（使用許可申請書）Ⓐ

使用許可面積

受 付 番 号

第２希望 87

第３希望

第３希望

第２希望

令和7年度 市営墓地等抽選申込受付書Ⓐ

239

富崎墓地

錦墓地　都墓地

六区墓地

記入例

　086-803-1277 　000-0000-0000

　岡山市北区大供一丁目１番１号

第１希望

富崎墓地

錦墓地　都墓地

六区墓地

62

令和7年12月12日 申込

〒700-8544

　岡山市北区大供一丁目１番１号

１世帯主　　２その他

 市営墓地を使用したいので，必要書類を添付して抽選の申込みをします。当選した場合，当該申込書をもっ

て岡山市営墓地条例第５条の規定に基づく使用許可申請とします。

岡山　一郎

　オカヤマ　イチロウ

※太線の中のみ記入してください。
※住民票（コピー不可・世帯全員の及び続柄・本籍地表示有）を必ず添付してください。

受付印キリトリ

「希望墓所等名称」「墓地番号等」は、各自で
それぞれの枠内に同じ内容を記入してください。

受付時に切り取りますので、

切り離さず提出してください。
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　岡　山　市　長　様

住　　所

フリガナ

氏　　名

生年月日 　 大正・昭和・平成・令和　　　７　年　７　月　１６　日　生

連絡先℡ 自宅 携帯

本籍地

納入日

納入金額

＜事務局メモ欄＞

（控）

墓地名

岡山　一郎

　086-803-1277 　000-0000-0000

記入例

令和７年度　市営墓地等抽選申込書（使用許可申請書）Ⓑ

 市営墓地を使用したいので，必要書類を添付して抽選の申込みをします。当選した場合，当該申込書をもっ

て岡山市営墓地条例第５条の規定に基づく使用許可申請とします。

令和7年12月12日 申込

受付番号

なださきメモリーパーク用

令和７年度　市営墓地等抽選申込受付書Ⓑ

この控は、当選番号を確認す
るために必要となるものです。

紛失や破損のないように、
大切に保管してください。

※再発行はできません

　岡山市北区大供一丁目１番１号

※太線の中のみ記入してください。
※住民票（コピー不可・世帯全員の及び続柄・本籍地表示有）を必ず添付してください。

〒700-8544

　岡山市北区大供一丁目１番１号
　オカヤマ　イチロウ

１世帯主　　２その他

なださきメモリーパーク

受付番号 納入確認（当選者）

令和　　年　　　月　　　日

円

受付印キリトリ

受付時に切り取りますので、
切り離さず提出してください。
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　岡　山　市　長　様

住　　所

フリガナ

氏　　名

生年月日 　　　　　　年　　　　月　　　　日　生

連絡先℡ 自宅 携帯

本籍地

希望順位 墓地番号等

※太線の枠内（背景色違いの部分）のみ記入してください。

＜事務局メモ欄＞

（控）

希望順位 墓地番号等

希望墓所等名称

納入確認（当選者）

㎡

令和　　　年

　月　　　日
円

希望墓所等名称 受 付 番 号

この控は、当選番号を確認す
るために必要となるものです。

紛失や破損のないように、
大切に保管してください。

※再発行はできません

第１希望

令和７年度　市営墓地等抽選申込書（使用許可申請書）Ⓐ

使用許可面積

受 付 番 号

第２希望

第３希望

第３希望

第２希望

令和７年度 市営墓地等抽選申込受付書Ⓐ

富崎墓地

錦墓地　都墓地

六区墓地

第１希望

富崎墓地

錦墓地　都墓地

六区墓地

令和７年１２月　　　日 申込

〒

１世帯主　　２その他

 市営墓地を使用したいので，必要書類を添付して抽選の申込みをします。当選した場合，当該申込書をもっ

て岡山市営墓地条例第５条の規定に基づく使用許可申請とします。

※太線の中のみ記入してください。
※住民票（コピー不可・世帯全員の及び続柄・本籍地表示有）を必ず添付してください。

　 大正・昭和・平成・令和

受付印キリトリ
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　岡　山　市　長　様

住　　所

フリガナ

氏　　名

生年月日 　　　　　　年　　　　月　　　　日　生

連絡先℡ 自宅 携帯

本籍地

納入日

納入金額

＜事務局メモ欄＞

（控）

墓地名 なださきメモリーパーク

受付番号 納入確認（当選者）

令和　　年　　　月　　　日

円

受付番号

なださきメモリーパーク用

令和７年度　市営墓地等抽選申込受付書Ⓑ

この控は、当選番号を確認す
るために必要となるものです。

紛失や破損のないように、
大切に保管してください。

※再発行はできません

※太線の中のみ記入してください。
※住民票（コピー不可・世帯全員の及び続柄・本籍地表示有）を必ず添付してください。

〒

１世帯主　　２その他

令和７年度　市営墓地等抽選申込書（使用許可申請書）Ⓑ

 市営墓地を使用したいので，必要書類を添付して抽選の申込みをします。当選した場合，当該申込書をもっ

て岡山市営墓地条例第５条の規定に基づく使用許可申請とします。

令和７年１２月　　　日 申込

　 大正・昭和・平成・令和

受付印キリトリ
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